
参考資料１－④

1 宮城県所管法人 ※宮城県所管法人　

（１）特例民法法人

総数 社団 財団 　

H22.4.1 316 158 158 ※特例民法法人

H23.4.1 301 152 149 旧民法における公益法人で、H20.12.1公益法人制度改革３法施行か

H24.4.1 235 117 118 ら５年間の移行期間において、公益社団法人、公益財団法人、一般

H25.4.1 82 41 41 社団法人、一般財団法人へ移行していない法人。

（２）公益法人

　 総数 社団 財団

H22.4.1 4 2 2 ※公益法人

H23.4.1 9 3 6 一般社団法人、一般財団法人から公益認定された法人、または、H

H24.4.1 62 33 29 25.11.30までは法人、または特例民法法人から移行認定された法人。

H25.4.1 67 34 33

H26.4.1 144 73 71

H27.4.1 145 75 70

H28.4.1 146 76 70

H29.4.1 147 76 71

H30.4.1 148 78 70

H31.4.1 146 78 68

R2.4.1 145 77 68

R3.4.1 145 77 68

R4.2.28 144 77 67

（３）移行法人 ※移行法人

　 総数 社団 財団

H22.4.1 0 0 0

H23.4.1 1 0 1

H24.4.1 10 7 3

H25.4.1 21 11 10

H26.4.1 147 91 56 ※（３）移行法人数の減

H27.4.1 139 86 53

H28.4.1 132 79 53

H29.4.1 125 74 51

H30.4.1 122 72 50

H31.4.1 108 59 49

R2.4.1 103 55 48

R3.4.1 94 49 45

R4.2.28 89 44 45

2 一般法人 ※一般法人

（県内に事業所を設置する法人） 国税庁法人番号公表サイトから検索した法人数。

　 総数 社団 財団 上記（３）移行法人を含む。

H29.7.31 872 781 91

H30.7.31 938 844 94

R1.7.31 991 896 95

R2.7.31 981 884 97

R3.7.31 1124 1023 101

R4.2.28 1188 1085 103

　

公益目的支出計画の実施について認可行政庁による公益目的支出計
画の実施が完了したことの確認を受け、行政庁の監督を受けなくなっ
た法人数。

宮城県内の公益法人・一般法人数

事務所を県内のみに設置かつ県内のみで公益目的事業を行う旨を定
款で定めている法人。

旧民法における公益法人から一般法人への移行の登記をした一般社
団法人あるいは一般財団法人で、その作成した公益目的支出計画の
実施について認可行政庁による公益目的支出計画の実施が完了した
ことの確認を受けるに到っていない法人。


